
 

質問に対する回答について 

工事名） 東北自動車道 湯瀬 PA 障がい者駐車場上屋新築工事 

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ (工事細目について) 

埋設配管にかかる土工事、斫り工事および発生

材処理の細目がございませんが設計数量を示

されたい。 

または別途設計変更協議の対象と考えてよろ

しいですか。 

土工事、斫り工事および発生材処理については、埋設

配管工に計上お願いします。 

2 (仮設配管について) 

各所仮設配管として地上ころがし配管があり

ますが、既設 HH 内に取り込む場合は、HH 蓋部

から取り込むと考えてよろしいですか。 

はい、その通りです。 

3 (仮設トイレ工事について) 

既設分電盤から電源を取る設計ですが、予備回

路が在り、そこに接続と考えてよろしいです

か。 

はい、その通りです。 

4 (仮設トイレ側回路について) 

仮設トイレ側は全て同一回路と考えてよろし

いですか。 

はい、その通りです。 

5 (仮設多機能トイレ配線について) 

仮設多機能トイレに PB・配線の工事細目がご 

ざいません。図示配線箇所に接続部があります

が、内部配線は別途設計変更協議の対象と考え

てよろしいですか。 

PB・配線については、配線工に計上お願いします。 

6 (ケーブルについて) 

数量表にエコで表記されているケーブルもあ

りますが、電線・ケーブルは全てエコケーブル

の設計ですか。 

はい、その通りです。 

7 (非常電話ついて) 

非常電話が平面図では移設がないようですが、

数量表に移設・復旧工が見込まれています。移

設・復旧の設計と考えてよいですか。 

移設・復旧でお願いします。 

別添資料の D 票内訳明細書「種目番号：0010、工種番

号：0020、内訳番号：0030、番号：53、54 」に計上お

願いします。 



8 (屋外埋設配管について） 

配管工（屋外埋設）に新設配管の細目がござい

ませんが、設計数量を示されたい。 

または別途設計変更協議の対象と考えてよろ

しいですか。 

別添資料の D 票内訳明細書「種目番号：0010、工種番

号：0020、内訳番号：0030、番号：20～24 」に計上

お願いします。 

9 (ダクト口工について) 

ダクト口工に新設配管 26、27 分が工事細目が 

ございません。設計数量を示されたい。 

または別途設計変更協議の対象と考えてよろ

しいですか。 

別添資料の D 票内訳明細書「種目番号：0020、工種番

号：0020、内訳番号：0030、番号：18 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 

EB-C2」に計上お願いします。 

10 (既設 HH 撤去について) 

既設 HHNo.5 の撤去の工事細目がございませ 

ん。別途設計変更協議の対象と考えてよろしい

ですか。 

別添資料の D 票内訳明細書「種目番号：0020、工種番

号：0020、内訳番号：0030、番号：18 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 

EB-C2」に計上お願いします。 

11 (ゴミ仮置場電灯分電盤について) 

ゴミ仮置場の電灯分電盤が既製品対応とする

とありますが、平面図では既設盤の移設となっ

ているようですが、平面図では既設盤の移設と

なっているようです。どちらが正ですか。 

既製品対応が正となります。 

(FE-03 の図で、既製品対応) 

12 (ゴミ仮置場電灯分電盤撤去について) 

ゴミ仮置場の既設盤撤去の工事細目がござい

ません。別途設計変更協議の対象と考えてよろ

しいですか。 

別添資料の D 票内訳明細書「種目番号：0070（0080）、

工種番号：0020、内訳番号：0010、番号：1電灯分電

盤設置工 」に計上お願いします。 

13 (非常電話ついて) 

非常電話の移設・復旧が工事細目にございませ

ん。移設工・復旧工別途設計変更協議の対象と

考えてよろしいですか。 

移設はなしです。支障になる場合、設計変更致します。 

 

 


